
重層的支援体制整備事業について

⾧野市役所福祉政策課
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資料５
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地域共生社会とは



地域共生社会と包括的支援体制が必要な背景
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◆高齢、障害、児童等の各分野ごとの相談体制では対応困難な、世帯の中で課題が複合化・複雑化しているケース、制度の狭間
にあるケース、支援を必要とする人が自ら相談に行く力がなく、地域の中で孤立（時には排除）しているケースなどを確実に
支援につなげる。かつ、生活支援や就労支援等を一体的に行うことで、支援に必要としていた人自身が地域を支える側にもな
りうるような仕組みづくりを行う。

◆既存の相談支援機関を活用し、これらの機関が連携する体制づくりを行う。
＜現在＞

▶相談する先が
わかっている
課題

▶自ら相談に行く
力がある

●世帯の複合課題
▶本人又は世帯の課題が複合
（8050、ダブルケア等）

●制度の狭間
▶制度の対象外、基準外、一時的な
ケース。

●自ら相談に行く力がない
▶頼る人がいない、自ら相談に行くこ
とが困難。社会的孤立・排除
▶周囲が気付いていても対応がわから
ない、見て見ぬ振りい（地域の福祉力
の脆弱化）
※「貧困」「生活困窮」いが絡むケースも多い

各分野の相談機
関で対応
・地域包括支援
センター
・相談支援事業
所（障害）等

改
正
法
施
工
後

＜できるようになること＞

◆地域住民が課題を抱えた人
や世帯に、「安心して気づ
く」ことができる

◆課題の早期発見により、深
刻化する前に解決すること
ができる

◆世帯の複合課題や制度の対
象にならない課題も含めて、
適切な関係機関につなぎ、
連携しながら、解決するこ
とができる。

◆地域住民と協働して新たな
社会資源を作り出すことが
できる

◆本人も支える側（担い手）
にもなり、生活の張りや生
きがいを見出すことができ
る。

＜第106条の３＞

＜対応＞
市町村における

包括的な支援体制の整備

【1】［他人事」が「我が事」に
なるような環境整備

・住民参加を促す人への支援
・住民の交流拠点や機会づくり

【2】住民に身近な圏域で、
分野を超えた課題に総合
的に相談に応じる体制づ
くり
・地区社協、地域包括支援セン
ター、相談支援事業所、地域
子育て支援拠点等で実施

【3】公的な関係機関が協働
して課題を解決するため
の体制づくり
・生活困窮者自立支援機関
などが中核

小
中
学
校
区
等
の
圏
域

市
町
村
域
等

対応が
できて
いる
ニーズ

対応が
できて
いない
ニーズ



包括的な支援体制の整備と重層的支援体制整備事業の位置づけ
（社会福祉法第106条の３） （改正社会福祉法第106条の４）
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地域共生社会の実現（第４条第１項）

地域福祉の推進
（第４条第１項）

地域生活課題の把握、連携
による解決に向けた取り組み

（第４条第３項）

包括的な支援体制の整備
（第106条の３）

重層的支援体制整備事業
（第106条の４）
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重層的支援体制整備事業について（イメージ）



重層的支援体制整事業における各事業の考え方

包括的相談支援事業とは
（社会福祉法第１０６条の４第２項第１号）

〇 属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
各相談支援事業者は、相談者の属性・世代・相談内容に関わらず包括的に相談を

受け止め、相談者の課題を整理し、利用可能なサービスの情報提供などを行う。
〇 支援機関のネットワークで対応する

受け止めた相談のうち、単独の相談支援事業者では解決が難しい事例は、適切な
相談支援事業者や各種支援機関と連携を図りながら支援を行う。

〇 複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ
また、受け止めた相談のうち、課題が複雑化・複合化しており、支援関係機関間

の役割分担の整理が必要な事例の場合には、多機関協働事業につなぎ、各種支援機
関と連携を図りながら支援を行う。
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重層的支援体制整事業における各事業の考え方

多機関協働事業とは
（社会福祉法第１０６条の４第２項第５号）

〇 市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する
多機関協働事業は、重層的支援体制整備事業に関わる関係者の連携の円滑

化を進めるなど、既存の相談支援機関をサポートし、市町村における包括的
な支援体制を構築できるよう支援する。

〇 重曹的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
重曹的支援体制整備事業の支援の進捗状況等を把握し、必要があれば既存

の相談支援機関の専門職に助言を行うなど、市町村全体の体制として伴走支
援ができるように支援する。

〇 支援関係機関の役割分担を図る
単独の支援機関では対応が難しい複雑化・複合化した事例の調整役を担い、

支援関係機関の役割分担や支援の方向性を定める。
※支援プランの作成（社会福祉法第106条の４第２項第６号）は、多機関協働事業と一体的に実施。
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新規



重層的支援体制整事業における各事業の考え方

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業とは
（社会福祉法第１０６条の４第２項第４号）

〇 支援が届いていない人に支援を届ける
複数分野にまたがる複合化・複雑化した課題を抱えているために、必要な

支援が届いていない人に支援を届ける。
〇 会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見付ける

各種会議や支援関係者との連携を通じて、地域の状況などにかかる情報を
幅広く収集し、ニーズを抱える相談者を見付ける。

〇 本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く
本人と直接対面したり、継続的な関わりを持つために、信頼関係の構築に

向けた丁寧な働きかけを行う。
※ 例えば、ひきこもりの状態にある人の場合には、継続的に本人に手紙を残したり、興味・関心
に合わせた情報提供を行うほか、家族との関係性に配慮したうえで、家族支援を通じて、本人
と関わる糸口を見つけるといった支援が考えられる。
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重層的支援体制整事業における各事業の考え方

参加支援事業とは
（社会福祉法第１０６条の４第２項第２号）

〇 社会とのつながりを作るための支援を行う
各分野で行われている既存の社会参加に向けた支援では対応できないニーズに対応

するため、地域の社会資源などを活用して社会とのつながり作りに向けた支援を行
う。

〇 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
利用者のニーズや課題など丁寧に把握し、本人と支援メニューのマッチングを行

う。
また、新たに社会資源に働きかけたり、既存の社会資源の拡充を図り、本人や世帯

のニーズや状態に合った支援メニューをつくる。

〇 本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う
本人と支援メニューをマッチングしたのち、本人の状態や希望に沿った支援が実施

できているかフォローアップする。
また、受け入れ先の悩みや課題にも寄り添い、困ってることがある場合にはサポー

トする。
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重層的支援体制整事業における各事業の考え方

地域づくり事業とは
（社会福祉法第１０６条の４第２項第３号）

〇 世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する
地域の社会資源を幅広くアセスメントしたうえで、世代や属性を超えて

住民同士が交流できる多様な場や居場所を整備する。
〇 交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする

地域で実施されている個別の活動や人を把握し、住民に身近な圏域を中心
として「人と人」「人と居場所」などをつなぎ合わせる。
また、市町村域などのより広い圏域でもコーディネートを行い、交流・

参加・学びが生まれ、さらに広がるよう働きかける。
〇 地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る

多様な地域づくりの担い手が出会い、学び合うプラットフォームを促進する
ことで、地域における活動の活性化や発展を図る。
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プラットフォームの展開のイメージ
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重層的支援体制整備事業で何が変わるのか

【出所】三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
「重層的支援体制整備事業に係る自治体等における円滑な実施を支援するためのツール等についての調査研究報告書」（2021）

多機関
協働事業者
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各事業間の「支援のしづらさ」の解消を目指す

【出所】三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
「重層的支援体制整備事業に係る自治体等における円滑な実施を支援するためのツール等についての調査研究報告書」（2021）



重層的支援体制整備事業の全体像

包括的相談支援事業 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
社会福祉法第106条の4第2項第4号

連携

新

新

社会福祉法第106条の4第2項第1号

所管以外の相談は、適切な支援機関へ

つなぐ

・多機関協働事業プラ
ン（アウトリーチ等事
業、参加支援事業プラ
ンを含む）の適切性の
協議

・支援を終結するかど

うかの検討

地域づくり事業

社会福祉法第106条の4
第2項第3号

多機関協働事業

R4.4

参加支援事業
社会福祉法第106条の4第2項第2号

・本人の同意が得られないため、
重層的支援会議等で情報共有や多
機関協働プランの作成を行えない
事案を取り扱う
・情報の共有化を通じて、支援関
係機関それぞれの役割分担につい
て共通の理解を得る

社会福祉法第106条の６第１項

新

社会福祉法第106条の4第2項第5号

（
要
保
護
児
童
対
策
協
議
会
、
支
援
調
整
会
議
等

連携
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⾧野市の事業実施に向けてのこれまでとこれから

令和２年度
関係機関への助言やネットワーク構築等を行うことにより、複合化した福祉に関する課題を抱える住

民がどの支援機関で相談しても適切な支援が受けられる状態を実現することを目的に、モデル事業「福
祉の総合相談体制一元化事業業務委託」を実施。

令和３年度
○社会福祉協議会に包括化推進員を配置
○重層的支援体制整備事業推進検討会の設置

＜作業部会の取組状況＞
第１回:令和３年５月24日 重層的支援体制整備事業の概要
第２回:令和３年７月２日 相談支援事業及び関係支援機関との意見交換会
第３回:令和３年９月29日 重層的支援体制の構築に向けた課題整理と体制
第４回:令和３年11月11日 多機関協働事業の相談支援状況
第５回:令和３年12月27日 ⾧野市版つなぐシート(案)
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⾧野市の事業実施に向けてのこれまでとこれから
令和４年度
重層的支援体制整備事業推進検討会に加えてコアメンバー会議の開催

＜作業部会の取組状況＞
第６回:令和４年４月20日 事業概要及び作業部会の進め方
第７回:令和４年５月24日 つなぐシート（案）の運用、⾧野市相談機関一覧の作成
第８回:令和４年７月26日 重層的支援会議・支援会議（シュミレーション）
第９回:令和４年８月26日 既存のアウトリーチ支援の整理
第10回:令和４年９月27日 既存の参加支援の整理
第11回:令和４年11月22日 一括交付金及び実施計画について
第12回:令和４年12月27日 支援会議及び重層的支援会議のプレ開催について
第13回:令和５年１月24日 新規事業の仕様等について

令和5年度（予定）
〇重層的支援体制事業実施計画策作成
〇重層的支援会議及び支援会議のプレ会議の開催
〇委託先事業者等への説明


